
条 例

�愛媛県条例第４７号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年１２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

附 則

（他の法令による給付との調整）

第５条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた障害又は死

亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、同

表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合に

は、当分の間、この条例の規定にかかわらず、同条例の規定（第

１６条において例による法第３９条の２の規定を除く。）による年金

たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類

に応じ、同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに

同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が当該年金たる補

償の年額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給

される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合

計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額）とし、これら

の額に５０円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５０円以上

１００円未満の端数があるときは、これを１００円に切り上げるものと

する。

附 則

（他の法令による給付との調整）

第５条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた障害又は死

亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、同

表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合に

は、当分の間、この条例の規定にかかわらず、同条例の規定（第

１６条において例による法第３９条の２の規定を除く。）による年金

たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類

に応じ、同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに

同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が当該年金たる補

償の年額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給

される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合

計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額）とし、これら

の額に５０円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５０円以上

１００円未満の端数があるときは、これを１００円に切り上げるものと

する。

傷病

補償

年金

厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）によ

る障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等

を図るための厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律（平成２４年法律第６３号。以下「平成２４年

一元化法」という。）附則第４１条第１項の規定

による障害共済年金若しくは平成２４年一元化法

附則第６５条第１項の規定による障害共済年金

（以下「障害厚生年金等」という。）及び国民

年金法（昭和３４年法律第１４１号）による障害基

礎年金（同法第３０条の４の規定による障害基礎

０．７３ 傷病

補償

年金

国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年

法律第３４号。以下「国民年金等改正法」とい

う。）附則第８７条第１項に規定する年金たる保

険給付に該当する障害年金（以下「旧船員保険

法の障害年金」という。）

０．７５

国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定する

年金たる保険給付に該当する障害年金（以下

「旧厚生年金保険法の障害年金」という。）

０．７５

国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定する

年金たる給付に該当する障害年金（以下「旧国

０．８９

毎週（火・金）曜日発行 第２７３４号外１ 平成２７年１２月１８日

平成２７年１２月１８日金曜日 第２７３４号外１

愛 媛 県 報

１



年金を除く。以下「障害基礎年金」という。） 民年金法の障害年金」という。）

障害厚生年金等（当該補償の事由となつた障害

について障害基礎年金が支給される場合を除

く。）

０．８６ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）の規

定による障害厚生年金（以下「障害厚生年金」

という。）及び国民年金法（昭和３４年法律第

１４１号）の規定による障害基礎年金（同法第３０

条の４の規定による障害基礎年金を除く。以下

「障害基礎年金」という。）

０．７３

障害基礎年金（当該補償の事由となつた障害に

ついて障害厚生年金等又は平成２４年一元化法附

則第３７条第１項に規定する給付のうち障害共済

年金（以下「平成２４年一元化法改正前国共済法

による障害共済年金」という。）若しくは平成

２４年一元化法附則第６１条第１項に規定する給付

のうち障害共済年金（以下「平成２４年一元化法

改正前地共済法による障害共済年金」とい

う。）が支給される場合を除く。）

０．８８

障害厚生年金（当該補償の事由となつた障害に

ついて障害基礎年金が支給される場合を除

く。）

０．８６

障害基礎年金（当該補償の事由となつた障害に

ついて国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第

１２８号）、地方公務員等共済組合法（昭和３７年

法律第１５２号）、私立学校教職員共済組合法

（昭和２８年法律第２４５号）若しくは農林漁業団

体職員共済組合法（昭和３３年法律第９９号）の規

定による障害共済年金（以下「障害共済年金」

という。）又は障害厚生年金が支給される場合

を除く。）

０．８８

国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年

法律第３４号。以下「国民年金等改正法」とい

う。）附則第８７条第１項に規定する年金たる保

険給付のうち障害年金（以下「旧船員保険法に

よる障害年金」という。）

０．７５

国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定する

年金たる保険給付のうち障害年金（以下「旧厚

生年金保険法による障害年金」という。）

０．７５

障害

補償

年金

旧船員保険法の障害年金 ０．７４

旧厚生年金保険法の障害年金 ０．７４

国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定する

年金たる給付のうち障害年金（以下「旧国民年

金法による障害年金」という。）

０．８９ 旧国民年金法の障害年金 ０．８９

障害厚生年金及び障害基礎年金 ０．７３

障害厚生年金（当該補償の事由となつた障害に

ついて障害基礎年金が支給される場合を除

く。）

０．８３

障害

補償

年金

障害厚生年金等及び障害基礎年金 ０．７３

障害厚生年金等（当該補償の事由となつた障害

について障害基礎年金が支給される場合を除

く。）

０．８３

障害基礎年金（当該補償の事由となつた障害に

ついて障害共済年金又は障害厚生年金が支給さ

れる場合を除く。）

０．８８

障害基礎年金（当該補償の事由となつた障害に

ついて障害厚生年金等又は平成２４年一元化法改

正前国共済法による障害共済年金若しくは平成

２４年一元化法改正前地共済法による障害共済年

金が支給される場合を除く。）

０．８８

遺族

補償

年金

国民年金等改正法附則第８７条第１項に規定する

年金たる保険給付に該当する遺族年金

０．８０

国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定する

年金たる保険給付に該当する遺族年金

０．８０

旧船員保険法による障害年金 ０．７４ 国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定する

年金たる給付に該当する母子年金、準母子年

金、遺児年金又は寡婦年金

０．９０

旧厚生年金保険法による障害年金 ０．７４

旧国民年金法による障害年金 ０．８９

遺族

補償

年金

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成２４

年一元化法附則第４１条第１項の規定による遺族

共済年金若しくは平成２４年一元化法附則第６５条

第１項の規定による遺族共済年金（以下「遺族

厚生年金等」という。）及び国民年金法による

遺族基礎年金（国民年金等改正法附則第２８条第

１項の規定による遺族基礎年金を除く。以下

「遺族基礎年金」という。）

０．８０ 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金（以

下「遺族厚生年金」という。）及び国民年金法

の規定による遺族基礎年金（国民年金等改正法

附則第２８条第１項の規定により支給される遺族

基礎年金を除く。）（以下「遺族基礎年金」と

いう。）

０．８０

遺族厚生年金（当該補償の事由となつた死亡に

ついて遺族基礎年金が支給される場合を除

く。）

０．８４

遺族厚生年金等（当該補償の事由となつた死亡

について遺族基礎年金が支給される場合を除

く。）

０．８４

遺族基礎年金（当該補償の事由となつた死亡に

ついて国家公務員共済組合法、地方公務員等共

０．８８
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附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（以下「新条例」という。）附則第５条及び附則第４項

の規定は、平成２７年１０月１日から適用する。

（経過措置）

３ 新条例附則第５条の規定は、平成２７年１０月１日（以下「適用日」という。）以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年

金及び遺族補償年金（以下「年金たる補償」という。）並びに休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係

る年金たる補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき事由

の生じた休業補償については、なお従前の例による。

４ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成２４年法律第６３号。以下「平成２４年一元化法」と

いう。）附則第３６条第５項に規定する改正前国共済法による職域加算額（被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一

部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部

の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令（平成２７年政令第３４５号）第８条第１項の規定により

読み替えられた平成２４年一元化法附則第３６条第５項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成２４年一元化法第２条の規定によ

遺族基礎年金（当該補償の事由となつた死亡に

ついて遺族厚生年金等又は平成２４年一元化法附

則第３７条第１項に規定する給付のうち遺族共済

年金若しくは平成２４年一元化法附則第６１条第１

項に規定する給付のうち遺族共済年金が支給さ

れる場合を除く。）又は国民年金法による寡婦

年金

０．８８ 済組合法、私立学校教職員共済組合法若しくは

農林漁業団体職員共済組合法の規定による遺族

共済年金又は遺族厚生年金が支給される場合を

除く。）又は国民年金法の規定による寡婦年金

国民年金等改正法附則第８７条第１項に規定する

年金たる保険給付のうち遺族年金

０．８０

国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定する

年金たる保険給付のうち遺族年金

０．８０

国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定する

年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺

児年金又は寡婦年金

０．９０

２ 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法

律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条

例の規定にかかわらず、同条例の規定による休業補償の額に、同

欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ、同表の右欄に

掲げる率を乗じて得た額（その額が同条例の規定による休業補償

の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額の

合計額を３６５で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、

当該残額）とする。

２ 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法

律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条

例の規定にかかわらず、同条例の規定による休業補償の額に、同

欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ、同表の右欄に

掲げる率を乗じて得た額（その額が同条例の規定による休業補償

の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額の

合計額を３６５で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、

当該残額）とする。

障害厚生年金等及び障害基礎年金 ０．７３ 旧船員保険法の障害年金 ０．７５

障害厚生年金等（当該補償の事由となつた障害につ

いて障害基礎年金が支給される場合を除く。）

０．８６ 旧厚生年金保険法の障害年金 ０．７５

旧国民年金法の障害年金 ０．８９

障害基礎年金（当該補償の事由となつた障害につい

て障害厚生年金等又は平成２４年一元化法改正前国共

済法による障害共済年金若しくは平成２４年一元化法

改正前地共済法による障害共済年金が支給される場

合を除く。）

０．８８ 障害厚生年金及び障害基礎年金 ０．７３

障害厚生年金（当該補償の事由となつた障害につい

て障害基礎年金が支給される場合を除く。）

０．８６

障害基礎年金（当該補償の事由となつた障害につい

て障害共済年金又は障害厚生年金が支給される場合

を除く。）

０．８８

旧船員保険法による障害年金 ０．７５

旧厚生年金保険法による障害年金 ０．７５

旧国民年金法による障害年金 ０．８９
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る改正前の国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号。以下「改正前国共済法」という。）第８２条第２項に規定する公務等による旧職

域加算障害給付又は同政令第８条第１項の規定により読み替えられた平成２４年一元化法附則第３６条第５項の規定によりなおその効力を有

するものとされた改正前国共済法第８９条第３項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。）又は平成２４年一元化法

附則第６０条第５項に規定する改正前地共済法による職域加算額（被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正

する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正

する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令（平成２７年政令第３４７号）第７条第１項の

規定により読み替えられた平成２４年一元化法附則第６０条第５項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成２４年一元化法第３条

の規定による改正前の地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号。以下「改正前地共済法」という。）第８７条第２項に規定する公務

等による旧職域加算障害給付又は同政令第７条第１項の規定により読み替えられた平成２４年一元化法附則第６０条第５項の規定によりなお

その効力を有するものとされた改正前地共済法第９９条の２第３項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。）の受

給権者が同一の支給事由により平成２４年一元化法第１条の規定による改正後の厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）による障害厚生年

金若しくは遺族厚生年金、平成２４年一元化法附則第４１条第１項の規定により国家公務員共済組合連合会（国家公務員の退職給付の給付水

準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成２４年法律第９６号）第５条の規定による改正後の国家公務員共

済組合法第２１条第１項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。）が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済

年金又は平成２４年一元化法附則第６５条第１項の規定により地方公務員共済組合（平成２４年一元化法附則第５６条第２項に規定する地方公務

員共済組合をいう。）が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、新条例附

則第５条第１項の規定は、適用しない。

５ 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第

５条の規定により支給された年金たる補償及び休業補償は、新条例の規定による年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。

�愛媛県条例第４８号
住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年１２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例

住民基本台帳法施行条例（平成１４年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、平成２８年１月１日から施行する。

�愛媛県条例第４９号
愛媛県個人番号の利用に関する条例を次のように公布する。

平成２７年１２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県個人番号の利用に関する条例

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

１～９ 省略

１０ 愛媛県個人番号の利用に関する条例（平成２７年愛媛県条例第

４９号）別表第１の１の項から４の項までに掲げる事務

１１ 省略

別表第３（第５条関係）

別表第２（第４条関係）

１～９ 省略

１０ 省略

別表第３（第５条関係）

知事以外の

執行機関
事 務

知事以外の

執行機関
事 務

教育委員会 愛媛県個人番号の利用に関する条例別表第１の

５の項から８の項までに掲げる事務

監査委員 省略 監査委員 省略

省略 省略
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（個人番号の利用範囲）

第１条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「法」という。）第９条第

２項の条例で定める事務は、別表第１の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務とする。

２ 別表第２の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報（法

第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。）であって当該執行機関が保有するものに係る個人番号（同条第５項に規定す

る個人番号をいう。以下同じ。）を利用することができる。

第２条 私立の高等学校等（高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年法律第１８号。以下「就学支援金法」という。）第２条に

規定する高等学校等をいう。以下同じ。）の設置者は、知事による別表第１の１の項及び２の項に掲げる事務の処理に関して必要とされ

る他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとする。

２ 高等学校等（県立及び私立のものを除く。）の設置者は、教育委員会による別表第１の６の項に掲げる事務の処理に関して必要とされ

る他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとする。

（書面の提出義務の特例）

第３条 第１条第２項の規定により特定個人情報に係る個人番号を利用した場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該

特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

附 則

この条例は、平成２８年１月１日から施行する。

別表第１（第１条、第２条関係）

別表第２（第１条関係）

執行機関 事 務

１ 知事 高等学校等の生徒の保護者等に対する奨学のための給付金（以下「奨学給付金」という。）の支給に関する事務

であって規則で定めるもの

２ 知事 高等学校等を退学し、再び高等学校等に入学した者に対する就学支援金法第３条第１項の高等学校等就学支援金

に相当する支援金（以下「学び直し支援金」という。）の支給に関する事務であって規則で定めるもの

３ 知事 外国人に対する生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の

支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収（以下「外国人生活保護の実施」という。）に関する事務であ

って規則で定めるもの

４ 知事 ２０歳未満の者を扶養している者（配偶者のない者に限る。）に対する高等学校卒業程度認定試験のための講座の

受講に係る給付金（以下「高卒認定試験給付金」という。）の支給に関する事務であって規則で定めるもの

５ 教育委員会 県立中等教育学校前期課程の生徒の保護者に対する学校給食費の援助に関する事務であって教育委員会規則で定

めるもの

６ 教育委員会 奨学給付金の支給に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの

７ 教育委員会 学び直し支援金の支給に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの

８ 教育委員会 特別支援学校等への就学のため必要な経費の支弁に関する事務（特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和

２９年法律第１４４号）によるものを除く。）であって教育委員会規則で定めるもの

９ 知事又は教

育委員会

法別表第２の第２欄に掲げる事務

執行機関 事 務 特 定 個 人 情 報

１ 知事 学び直し支援金の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの

就学支援金法による就学支援金の支給に関する情報であって規則で定める

もの

２ 知事 外国人生活保護の実施に関する事務で

あって規則で定めるもの

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）による救助若しくは扶助金の支給、児

童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による小児慢性特定疾病医療費若しくは

障害児入所給付費の支給若しくは療育の給付、生活保護法による保護の実

施若しくは就労自立給付金の支給、児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８

号）による児童扶養手当の支給、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９

年法律第１２９号）による資金の貸付け若しくは給付金の支給、特別児童扶養

手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）による特別児童扶養手

当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給、雇用対策法（昭和４１

年法律第１３２号）による職業転換給付金の支給、国民年金法等の一部を改正

する法律（昭和６０年法律第３４号）附則第９７条第１項の福祉手当の支給、中
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�愛媛県条例第５０号
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例を廃止する条例を次のように公布する。

平成２７年１２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例を廃止する条例

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例（平成１５年愛媛県条例第６６号）は、廃止する。

附 則

この条例は、平成２８年１月１日から施行する。

�愛媛県条例第５１号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年１２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援

給付若しくは配偶者支援金の支給、原子爆弾被爆者に対する援護に関する

法律（平成６年法律第１１７号）による手当等の支給、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）による自

立支援給付又は難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第

５０号）による特定医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

３ 知事 高卒認定試験給付金の支給に関する事

務であって規則で定めるもの

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定

めるもの

４ 知事 法別表第２の第２欄に掲げる事務（法

第１９条第７号の規定により同表の第４

欄に規定する生活保護法による保護の

実施又は就労自立給付金の支給に関す

る情報の提供を受ける事務に限る。）

であって規則で定めるもの

外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護の実施又は就労自立給

付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

５ 教育委員

会

学び直し支援金の支給に関する事務で

あって教育委員会規則で定めるもの

就学支援金法による就学支援金の支給に関する情報であって教育委員会規

則で定めるもの

６ 知事又は

教育委員会

法別表第２の第２欄に掲げる事務 当該事務の区分に応じ、法別表第２の第４欄に掲げる情報

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名 称 目 的 位 置 名 称 目 的 位 置

省略 省略

愛媛県植物

くん蒸所

輸出入植物のくん蒸に必要な施設を提

供する。
松山市

省略 省略

別表第４（第１０条関係） 別表第４（第１０条関係）

１～１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１～１４ 省略

１５ 愛媛県植物くん蒸所

１６ 省略

１７ 省略
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

（愛媛県植物くん蒸所管理条例の廃止）

２ 愛媛県植物くん蒸所管理条例（平成１７年愛媛県条例第６０号）は、廃止する。

（愛媛県植物くん蒸所管理条例の廃止に伴う経過措置）

３ この条例の施行の日前の愛媛県植物くん蒸所の使用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。

�愛媛県条例第５２号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例及び愛媛県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年１２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例及び愛媛県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例

（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正）

第１条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例（昭和５９年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律（昭和２３年法律第１２２号。以下「法」という。）第４条第

２項第２号（法第３１条の２３において準用する場合を含む。）、第

１３条第１項、同条第２項（法第３１条の２３において準用する場合を

含む。）、第１５条（法第３１条の２３及び第３２条第２項において準用

する場合を含む。）、第２０条第８項及び第９項、第２１条（法第３１

条の２３において準用する場合を含む。）、第２２条第２項、第２８条

第１項、第２項及び第４項（これらの規定を法第３１条の３第２項

の規定により適用する場合及び法第３１条の１３第１項において準用

する場合を含む。）並びに第５項第１号ロ（法第３１条の３第１

項、第３１条の８第１項、第３１条の１３第１項及び第３１条の１８第１項

において準用する場合を含む。）、第３３条第４項、第３８条の４第

１項並びに第４３条並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２２７条の規定に基づき、法の施行及び法の規定に基づく事務の手

数料に関し必要な事項を定めるものとする。

（風俗営業の特別日営業延長許容地域）

第４条 法第１３条第１項第１号の条例で定める日は次の各号に掲げ

る日とし、同項第１号 の条例で定める地域は

当該各号に定める地域とする。

�・� 省略

（風俗営業の営業延長許容地域）

第５条 接待飲食等営業及びまあじやん屋について法第１３条第１項

第２号の

条例で定める地域は、別表第２の左欄に掲げる市に

ついて、それぞれ同表の右欄に掲げる区域とする。

（風俗営業の営業時間の制限）

第６条 法第１３条第１項ただし書の条例で定める時は、午前１時と

する。

２ 法第１３条第２項の規定に基づき、前条に規定する地域（第

４条第２号 の公安委員会が指定する地域に該当する地域を

除く。）において、同号の公安委員会が指定する日の午前零時か

ら午前１時までの時間における法第２条第１項第４号の営業（ま

（趣旨）

第１条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律（昭和２３年法律第１２２号。以下「法」という。）第４条第

２項第２号、第１３条

、第１５条（法 第３２条第２項において準用

する場合を含む。）、第２０条第８項及び第９項、第２１条、第２２条

第５号 、第２８条

第１項、第２項及び第４項（これらの規定を法第３１条の３第２項

の規定により適用する場合及び法第３１条の１３第１項において準用

する場合を含む。）並びに第５項第１号ロ（法第３１条の３第１

項、第３１条の８第１項、第３１条の１３第１項及び第３１条の１８第１項

において準用する場合を含む。）、第３３条第４項

並びに第４３条並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２２７条の規定に基づき、法の施行及び法の規定に基づく事務の手

数料に関し必要な事項を定めるものとする。

（特別日営業延長許容地域等）

第４条 法第１３条第１項 の条例で定める日は次の各号に掲げ

る日とし、当該条例で定める日に係る同項の条例で定める地域は

当該各号に定める地域とする。

�・� 省略

２ 法第１３条第１項の条例で定める時は、午前１時とする。

（ 営業延長許容地域）

第５条 接待飲食等営業及びまあじやん屋について法第１３条第１項

の午前１時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のあ

る地域として条例で定める地域は、別表第２の左欄に掲げる市に

ついて、それぞれ同表の右欄に掲げる区域とする。

（風俗営業の営業時間の制限）

第６条 法第１３条第２項の規定に基づき、前条に規定する地域（第

４条第１項第２号の公安委員会が指定する地域に該当する地域を

除く。）において同号 の公安委員会が指定する日の午前零時か

ら午前１時までの時間における法第２条第１項第７号の営業（ま
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あじやん屋を除く。）及び同項第５号の営業を営むことを禁止す

る。

（風俗営業に係る騒音及び振動の規制）

第７条 省略

２ 法第１５条 の

条例で定める振動の数値は、５５デシベルとする。

（風俗営業者の遵守事項）

第８条

風俗営業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

�～� 省略

２ 法第２条第１項第４号の営業を営む風俗営業者は、前項に定め

るもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。ただ

し、第３号から第６号までの規定は、まあじやん屋を営む風俗営

業者については、適用しない。

�～� 省略

３ 法第２条第１項第５号の営業を営む風俗営業者は、午後６時以

後午後１０時前の時間において１６歳未満の者を営業所に客として立

ち入らせる場合は、保護者の同伴を求めなければならない。

第９条 省略

第１０条 省略

（特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域）

第１１条 法第３１条の２３において準用する法第４条第２項第２号の条

例で定める地域は、別表第２の左欄に掲げる市について、それぞ

れ同表の右欄に掲げる区域とする。ただし、病院等の敷地（これ

らの用に供するものとして決定した土地を含む。）の周囲１０メー

トルの区域を除く。

（特定遊興飲食店営業の営業時間の制限）

第１２条 法第３１条の２３において準用する法第１３条第２項の規定に基

づき、前条に規定する地域において、深夜から引き続く午前６時

後午前９時以前の時間における特定遊興飲食店営業を営むことを

禁止する。

（特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制）

第１３条 法第３１条の２３において準用する法第１５条の条例で定める騒

音の数値は、別表第３の左欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表

の右欄に掲げる深夜に係る数値とする。

２ 法第３１条の２３において準用する法第１５条の条例で定める振動の

数値は、５５デシベルとする。

（特定遊興飲食店営業者の遵守事項）

第１４条 特定遊興飲食店営業者は、次に掲げる事項を守らなければ

ならない。

� 営業用家屋等で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為

をし、又はさせないこと。

� 客の求めない飲食物を提供しないこと。

� 営業用家屋等を店舗型性風俗特殊営業の営業所として用い、

又は用いさせないこと。

� 賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為

あじやん屋を除く。）及び同項第８号の営業を営むことを禁止す

る。

（ 騒音及び振動の規制）

第７条 省略

２ 法第３２条第２項において準用する法第１５条の条例で定める騒音

の数値は、別表第３の左欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の

右欄に掲げる深夜に係る数値とする。

３ 法第１５条（法第３２条第２項において準用する場合を含む。）の

条例で定める振動の数値は、５５デシベルとする。

（風俗営業者の遵守事項）

第８条 法第１２条から第１９条まで及び第２０条第１項に定めるものの

ほか、風俗営業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

�～� 省略

２ 法第２条第１項第７号の営業を営む風俗営業者は、前項に定め

るもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。ただ

し、第３号から第６号までの規定は、まあじやん屋を営む風俗営

業者については、適用しない。

�～� 省略

（年少者の法第２条第１項第８号の営業に係る営業所への立入時

間の規制）

第９条 法第２２条第５号の条例で定める年齢は１６歳とし、同号の条

例で定める時は午後８時とする。

第１０条 省略

第１１条 省略
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をし、又はさせないこと。

� 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。

� 午後６時以後午後１０時前の時間において１６歳未満の者を営業

所に客として立ち入らせる場合は、保護者の同伴を求めるこ

と。

（深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制）

第１５条 法第３２条第２項において準用する法第１５条の条例で定める

騒音の数値については第１３条第１項の規定を、法第３２条第２項に

おいて準用する法第１５条の条例で定める振動の数値については第

１３条第２項の規定を、それぞれ準用する。

第１６条 省略

（風俗環境保全協議会を置く地域）

第１７条 法第３８条の４第１項の条例で定める地域は、別表第２の左

欄に掲げる市について、それぞれ同表の右欄に掲げる区域とす

る。

第１８条 省略

第１９条 省略

第２０条 省略

別表第１（第３条関係）

第１２条 省略

第１３条 省略

第１４条 省略

第１５条 省略

別表第１（第３条関係）

風俗営業の種別 地 域 風俗営業の種別 地 域

法第２条第１項第１号から第３号までの営業

及び同項第４号の営業（まあじやん屋に限

る。）

１～３ 省略 法第２条第１項第１号から第６号までの営業

及び同項第７号の営業（まあじやん屋に限

る。）

１～３ 省略

法第２条第１項第４号の営業（まあじやん屋

を除く。）

１～３ 省略 法第２条第１項第７号の営業（まあじやん屋

を除く。）

１～３ 省略

法第２条第１項第５号の営業 １～３ 省略 法第２条第１項第８号の営業 １～３ 省略

注 省略

別表第２（第５条、第１１条、第１７条関係）

注 省略

別表第２（第５条 関係）

市名 区 域 市名 区 域

松山

市

道後湯月町（１番、３～４番に限る。）、道後湯之町

（１番、４～６番、１２～１６番、２０番に限る。）、道後

多幸町（ ６～７番に限る。）、道後鷺谷町

（１～３番 、５番 に 限 る。）、道 後 姫 塚

（１００～１２５番地に限る。）、大街道一丁目（４～６番

地に限る。）、大街道二丁目、一番町一丁目（１～１１

番 地 に 限 る。）、一 番 町 二 丁 目（１～５番 地 に 限

る。）、一番町三丁目（１～２番地に限る。）、二番

町一～三丁目、三番町一～三丁目、千舟町一丁目（２

～６番地に限る。）、千舟町二丁目（５～８番地に限

る。）、千舟町三丁目（３～５番地に限る。）、勝山

町一丁目（２～５番地、８～１１番地、１４～１５番地、１８

番地に限る。）

松山

市

道後湯月町（第２種地域 に限る。）、道後湯之町

、道後

多幸町（１～４番、６～７番に限る。）、道後鷺谷町

（１～３番、４番４号、５番 に 限 る。）、道 後 姫 塚

（第２種地域 に限る。）、大街道一丁目（４～６番

地に限る。）、大街道二丁目、一番町一丁目（１～１１

番 地 に 限 る。）、一 番 町 二 丁 目（１～５番 地 に 限

る。）、一番町三丁目（１～２番地に限る。）、二番

町一～三丁目、三番町一～三丁目、千舟町一丁目（２

～６番地に限る。）、千舟町二丁目（５～８番地に限

る。）、千舟町三丁目（３～５番地に限る。）、勝山

町一丁目（２～５番地、８～１１番地、１４～１５番地、１８

番地に限る。）

省略 省略

別表第３（第７条、第１３条関係） 別表第３（第７条 関係）

省略 省略

注 この表において、「昼間」とは午前６時後午後６時前の時

間を、「夜間」とは午後６時以後翌日の午前零時前 の時間

を、「深夜」とは午前零時から午前６時までの時間をいう。

別表第４（第９条、別表第５関係）

注 この表において、「昼間」とは日出時から日没時までの時

間を、「夜間」とは日没時から 翌日の午前零時までの時間

を、「深夜」とは午前零時から日出時 までの時間をいう。

別表第４（第１０条、別表第５関係）

省略 省略
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注 省略

別表第５（第１０条関係）

注 省略

別表第５（第１１条関係）

省略 省略

注 省略

別表第６（第１０条関係）

注 省略

別表第６（第１１条関係）

省略 省略

別表第７（第１８条関係） 別表第７（第１３条関係）

手数料を納めなけ

ればならない者
区 分 金 額

手数料を納めなけ

ればならない者
区 分 金 額

１ 法第３条第１

項の許可（以下

「風俗営業の許

可」という。）

を受けようとす

る者

� ぱちんこ屋又は令

第８条に規定する営

業について風俗営業

の許可を受けようと

する場合で営業所に

設置する遊技機に法

第２０条第２項の認定

（７の項及び２５の項

を 除 き、以 下「認

定」という。）を受

けた遊技機以外の遊

技機（以下「未認定

遊技機」という。）

がないとき。

ア・イ 省略

� ぱちんこ屋又は令

第８条に規定する営

業について風俗営業

の許可を受けようと

する場合で営業所に

設置する遊技機に未

認定遊技機があると

き。

� ぱちんこ屋及び令

第８条に規定する営

業以外の風俗営業に

ついて風俗営業の許

可を受けようとする

場合

ア・イ 省略

省略

１ 法第３条第１

項の許可（以下

「 許

可」という。）

を受けようとす

る者

� ぱちんこ屋又は令

第７条に規定する営

業について

許可を受けようと

する場合で営業所に

設置する遊技機に法

第２０条第２項の認定

（７の項

を 除 き、以 下「認

定」という。）を受

けた遊技機以外の遊

技機（以下「未認定

遊技機」という。）

がないとき。

ア・イ 省略

� ぱちんこ屋又は令

第７条に規定する営

業について

許可を受けようと

する場合で営業所に

設置する遊技機に未

認定遊技機があると

き。

� ぱちんこ屋及び令

第７条に規定する営

業以外の風俗営業に

ついて 許

可を受けようとする

場合

ア・イ 省略

省略

２～８ 省略 ２～８ 省略

９ 認定を受けよ

うとする者

�・� 省略

� �又は�の遊技機

以外の遊技機につい

て認定を受けようと

する場合

ア ぱちんこ遊技機

� 入賞を容易に

するための装置

であつて令第１４

条 の表の一

�１�の項の中

９ 認定を受けよ

うとする者

�・� 省略

� �又は�の遊技機

以外の遊技機につい

て認定を受けようと

する場合

ア ぱちんこ遊技機

� 入賞を容易に

するための装置

であつて令第１０

条の２の表の一

�１�の項の中
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欄に規定する国

家公安委員会規

則で定めるもの

（以下「特定装

置」という。）

が設けられてい

るもの（当該特

定装置を連続し

て作動させるこ

とができるもの

に限る。）

ａ・ｂ 省略

�・� 省略

イ～オ 省略

欄に規定する国

家公安委員会規

則で定めるもの

（以下「特定装

置」という。）

が設けられてい

るもの（当該特

定装置を連続し

て作動させるこ

とができるもの

に限る。）

ａ・ｂ 省略

�・� 省略

イ～オ 省略

１０～１２ 省略 １０～１２ 省略

１３ 法第２０条第１０

項において準用

する法第９条第

１項の承認（以

下この項におい

て「承認」とい

う。）を受けよ

うとする者

省略 １３ 法第２０条第１０

項において準用

する法第９条第

１項の承認（以

下

「承認」とい

う。）を受けよ

うとする者

省略

１４～１７ 省略 １４～１７ 省略

１８ 法第３１条の２２

の 許 可（以 下

「特定遊興飲食

店営業の許可」

という。）を受

けようとする者

� ３月以内の期間を

限つて営む営業

� その他の営業

１４，０００円

２４，０００円

１９ 法第３１条の２３

において準用す

る法第５条第４

項の許可証の再

交付を受けよう

とする者

１，１００円

２０ 法第３１条の２３

において準用す

る法第７条第１

項の承認を受け

ようとする者

８，６００円（当該承

認を受けようと

する者が同時に

他の法第３１条の

２３において準用

する法第７条第

１項の規定に基

づく承認を受け

ようとする場合

における当該他

の同項の規定に

基づく承認の申

請に係る手数料

に あ つ て は、

３，８００円）
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２１ 法第３１条の２３

において準用す

る法第７条の２

第１項の承認を

受けようとする

者

１１，０００円（当該

承認を受けよう

とする者が同時

に他の法第３１条

の２３において準

用する法第７条

の２第１項の規

定に基づく承認

を受けようとす

る場合における

当該他の同項の

規定に基づく承

認の申請に係る

手数料にあつて

は、３，３００円）

２２ 法第３１条の２３

において準用す

る法第７条の３

第１項の承認を

受けようとする

者

１１，０００円（当該

承認を受けよう

とする者が同時

に他の法第３１条

の２３において準

用する法第７条

の３第１項の規

定に基づく承認

を受けようとす

る場合における

当該他の同項の

規定に基づく承

認の申請に係る

手数料にあつて

は、３，３００円）

２３ 法第３１条の２３

において準用す

る法第９条第１

項の承認を受け

ようとする者

９，９００円

２４ 法第３１条の２３

において準用す

る法第９条第４

項の許可証の書

換えを受けよう

とする者

１，４００円

２５ 法第３１条の２３

において準用す

る法第１０条の２

第１項の認定を

受けようとする

者

１３，０００円（当該

認定を受けよう

とする者が同時

に他の法第３１条

の２３において準

用する法第１０条

の２第１項の規

定に基づく認定

を受けようとす

る場合における

当該他の同項の
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（愛媛県迷惑行為防止条例の一部改正）

第２条 愛媛県迷惑行為防止条例（昭和３８年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

規定に基づく認

定の申請に係る

手数料にあつて

は、１０，０００円）

２６ 法第３１条の２３

において準用す

る法第１０条の２

第５項の認定証

の再交付を受け

ようとする者

１，１００円

２７ 法第３１条の２３

において準用す

る法第２４条第６

項の講習を受け

ようとする者

講習１時間につ

き６５０円

備考

１ 風俗営業の許可を受けようとする者が同時に他の風俗

営業の許可を受けようとする場合における当該他の風俗

営業の許可に係る１の項の右欄に掲げる手数料の額は、

それぞれ当該右欄に定める額から８，６００円を減じた額とす

る。

２ 法第４条第３項の規定が適用される営業所につき風俗

営業の許可を受けようとする場合における１の項の右欄

に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額に

６，８００円を加算した額とする。

３・４ 省略

５ 特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする者が同時

に他の特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする場合

における当該他の特定遊興飲食店営業の許可に係る１８の

項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定

める額から８，０００円を減じた額とする。

６ 法第３１条の２３において準用する法第４条第３項の規定

が適用される営業所につき特定遊興飲食店営業の許可を

受けようとする場合における１８の項の右欄に掲げる手数

料の額は、それぞれ当該右欄に定める額に６，８００円を加算

した額とする。

備考

１ 許可を受けようとする者が同時に他の

許可を受けようとする場合における当該他の

許可に係る１の項の右欄に掲げる手数料の額は、

それぞれ当該右欄に定める額から８，６００円を減じた額とす

る。

２ 法第４条第３項の規定が適用される営業所につき

許可を受けようとする場合における１の項の右欄

に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額に

６，８００円を加算した額とする。

３・４ 省略

改 正 後 改 正 前

（景品買行為の禁止）

第７条 何人も、遊技場（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項第４号の営業

をいう。以下同じ。）の営業所又はその付近において、遊技客に

賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有

する者に交付するため、うろつき、又は遊技客に付きまとつて、

その物品を買い、又は買おうとしてはならない。

２ 省略

（景品買行為の禁止）

第７条 何人も、遊技場（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項第７号の営業

をいう。以下同じ。）の営業所又はその付近において、遊技客に

賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有

する者に交付するため、うろつき、又は遊技客に付きまとつて、

その物品を買い、又は買おうとしてはならない。

２ 省略
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２８年６月２３日から施行する。ただし、次項及び附則第３項の規定は、同年３月２３日から施行する。

（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律附則第２条第１項の規定に基づく許可の申請に係る手数料）

２ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律（平成２７年法律第４５号）附則第２条第１項の規定に基づき同

法第２条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第３１条の２２の許可を受けよう

とする者は、第１条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例（以下「新条例」という。）別表

第７の１８の項の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同項の右欄に掲げる手数料を当該許可の申請の際に納付しなければならない。

３ 新条例第１８条第２項及び第３項並びに第２０条の規定は、前項の手数料について準用する。

平成２７年１２月１８日 発行
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